
改正案の第 4 参議院議員選挙区定数条項

(参議院議員選挙区の議員定数)

参議院議員選挙において各選挙区に配分される議員定数は、人

口比率にかかわらず、単位とする行政区画一つに少なくとも一名

をあてることができる。

<参照>
最高裁判所平成24年 10月 17日 大法廷判決
「憲法は、どのような選挙制度が国民の利害や意見を公正かつ効果的に国政に反映させることに
なるかの決定を国会の裁量に委ねて」おり、「投票価値の平等は、選挙制度の仕組みを決定する唯
一、絶対の基準となるものではなく、国会が正当に考慮することができる他の政策目的ないし理
由との関連において調和的に実現されるべき」で、「国会が具体的に定めたところがその裁量権の

行使として合理性を有するものである限り、それによって投票価値の平等が一定の限度で譲歩を
求められることになっても、憲法に違反するとはいえない」。しかし、「投票価値の著しい不平等状
態が生じ、かつ、それが相当期間継続しているにもかかわらずこれを是正する措置を講じないこ
とが、国会の裁量権の限界を超えると判断される場合には、当該議員定数配分規定が憲法に違反
する。」
「人口の都市部への集中による都道府県間の人口較差の拡大が続き、総定数を増やす方法を採る
ことにも制約がある中」、「都道府県を各選挙区の単位とする仕組みを維持しながら投票価値の平
等の実現を図るという要求に応えていくことは、もはや著しく困難な状況に至っている。」


